
今号の主な内容 「新宿力」で創造する、

やすらぎとにぎわいのまち

発行 新宿区　編集 区政情報課　（毎月５・15・25日発行）

〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 03（3209）1111
ホームページ  http://www.city.shinjuku.lg.jp/
携帯電話版  http://www.city.shinjuku.lg.jp/m/ 携帯電話用二次元コード

しんじゅくコール
03（3209）9999 03（3209）9900

土・日曜日、夜間もご案内 午前8時～午後10時

第 号2225

10 5

聴覚に障害がある方で「ファックス番号のない記事」へのお問い合わせ・申し込みをご希望の際は、しんじゅくコール03（3209）9900をご利用ください。

★本紙は新聞折り込みでお届けしています。主な区立施設・駅・スーパー・新聞販売店などにも置いています。新聞を購読していない方には配達します。

平成29年（2017年）

名
誉

区
民

草
間

彌
生

さ
ん

の

美
術

館

区
指

定
無
形

民
俗
文

化
財

高
田

馬
場

流
鏑

馬


スチームパンクイラスト展

STEAM
ス チ ー ム

PARK
パ ー ク

Gallery
ギ ャ ラ リ ー

成人の日
はたちのつどい

参加者を募集

秋の文化体験
プログラム

司会者を

募集します

10月1日
開館

　
区
で
は
、
学
識
経
験
者
・
区
民
・
不
動

産
業
・
警
察
・
消
防
等
か
ら
な
る
「
新
宿

区
民
泊
問
題
対
応
検
討
会
議
」
を
設
置

し
、「
新
宿
区
ル
ー
ル
」作
り
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。

5回
目
は
、
住
宅
宿
泊
事

業
法
に
基
づ
い
た
新
宿
区
ル
ー
ル
の
策

定
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。
傍
聴
を
希

望
す
る
方
は
当
日
直
接
、
会
場
へ
お
い

で
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

10月

12日

午
後

1時

30分
～

3時

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

5階
大
会
議
室

感震ブレーカー等の設置費

用を助成します
2 面

8 面

6 面 糖尿病予防啓発イベント

けんこうマルシェ

新宿クリエイターズ・フェ

スタ2017 スチームパーク

　
新
宿
区
ル
ー
ル
の
骨
子
等
は
、衛
生
課
・
区
政
情
報

課
（
本
庁
舎
３
階
）・
区
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
１

階
）・
特
別
出
張
所
・
区
立
図
書
館
で
閲
覧
で
き
る
ほ

か
、新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
意
見
に
は
住
所
・
氏
名
の
ほ
か
、区
内
在
勤
・
在
学
の
方
は
勤
務
先
・

学
校
の
名
称
・
所
在
地
を
記
入
し
、

10月

18日

ま
で
に
郵
送
（
必
着
）・

フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は
お
持
ち
く
だ
さ
い
（
氏
名
等
の
個
人
情
報
は
公
表

し
ま
せ
ん
）
。
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
受
け
付
け
ま
す
。

【
ご
意
見
の
提
出
先
・
問
合
せ
】
衛
生
課
環
境
衛
生
第
一
係
（
〒
１
６
０
・

０
０
２
２
新
宿
５
―

18―

21、
第
２
分
庁
舎
３
階
）

（
５
２
７
３
）
３

８
４
１
・

（
３
２
０
９
）
１
４
４
１
へ
。

新
宿
区
ル
ー
ル
５
つ
の
ポ
イ
ン
ト

パパ
ブブ
リリ
ッッ
クク
・・
ココ
メメ
ンン
トト
制制
度度
（（
意意
見見
公公
募募
））
にに
よよ
りり

ごご
意意
見見
をを
募募
集集
しし
まま
すす

民民泊泊問問題題対対応応

検検討討会会議議

　
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
民
泊

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
す

る
に
は
、
管
理
規
約
で
民
泊
を

許
容
す
る
か
ど
う
か
を
明
確
化

し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

国
土
交
通
省
が
示
す
「
マ
ン
シ

ョ
ン
標
準
管
理
規
約
」
を
参
考

に
、
皆
さ
ん
の
管
理
組
合
で
規

約
の
改
正
を
お
早
め
に
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

規
約
の
改
正
に
関
す
る
相
談

は
、
区
の
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
相

談
」「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
相
談
員

派
遣
制
度
」
等
を
ご
活
用
く
だ
さ

い
。
申
し
込
み
方
法
等
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
住
宅
課
居
住
支
援
係

（
本
庁
舎

7階
）

（
５
２
７
３
）

３
５
６
７
・

（

3
2
0
4）

2
3

8
6へ

。

分譲マンションに
お住まいの方へ

（（
仮仮
称称
））新新
宿宿
区区
住住
宅宅
宿宿
泊泊
事事
業業
のの

適適
正正
なな
運運
営営
にに
関関
すす
るる
条条
例例
のの

制制
定定
にに
向向
けけ
てて
ごご
意意
見見
をを

◆◆
事事
業業
実実
施施
のの
期期
間間
制制
限限

　
住
居
専
用
地
域
（
※
）
で
は
、

月
～
木
曜
日
は
事
業
が
で
き

ま
せ
ん
。

※
住
居
専
用
地
域
…
都
市
計

画
法
に
基
づ
い
て
「
良
好
な
住
居
の
環
境
を
保
護

す
る
た
め
の
地
域
」と
定
め
ら
れ
た
地
域

◆◆
近近
隣隣
住住
民民
へへ
のの
周周
知知
等等

　
事
業
者
は
、
事
業
開
始
前
に
近
隣
住
民
に
対
し

書
面
で
周
知
し
、
区
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

◆◆
届届
けけ
出出
住住
宅宅
のの
公公
表表

　
区
は
届
け
出
住
宅
ご
と

に
事
業
者
の
名
称
や
連
絡

先
、
事
前
周
知
の
実
施
の
有

無
を
公
表
し
ま
す
。

◆◆
廃廃
棄棄
物物
のの
適適
正正
処処
理理

　
事
業
者
は
、
事
業
の
実
施

に
伴
い
発
生
し
た
ご
み
を
、事

業
系
廃
棄
物
と
し
て
自
ら
処

理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◆◆
住住
宅宅
等等
のの
提提
供供
者者
のの
責責
務務

　
住
宅
を
賃
貸
す
る
場
合
は
、
賃
貸
借
契
約
の
締

結
の
際
、
民
泊
実
施
の
可
否
を
明
記
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
建
物
の
区
分
所
有
者
は
、
管

理
規
約
等
に
民
泊
の
実
施
の
可

否
を
明
記
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
今
後
公
布
さ
れ
る
、
政
令
・
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労

働
省
令
に
よ
り
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

民泊について

皆さんで話し合って

管理規約の改正を

住宅宿泊事業法 とは


安
全
で
平
穏
な
生
活
環
境
を
守
る
た
め
に

　
新
宿
区
ル
ー
ル
を
作
り
ま
す

　
近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
仲
介
サ
イ
ト
を
通

じ
て
、
住
宅
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
使
用
し
て
宿

泊
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
無
許
可
の
違
法
民
泊

が
増
え
て
い
ま
す
。

6月

16日
、「
住
宅
宿
泊
事
業
法
」（
紙
面
下
参
照
）

が
公
布
さ
れ
、
民
泊
が
住
宅
宿
泊
事
業
と
し
て
法

制
化
さ
れ
ま
し
た
。
区
で
は
、
同
法
の
施
行
に
合

わ
せ
て
、
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
住
宅
宿
泊
事

業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
、
区
に
ふ
さ
わ
し
い
ル
ー
ル
を
条
例
で
制

定
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

成人の日 はたちのつどい

司会者を募集します

第5回

　

30年

6月

15日
ま
で
に

施
行
さ
れ
る
予
定
の
法
律

で
す
。
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

行
政
手
続
き

▼
住
宅
宿
泊
事
業
を
行
う

場
合
、
都
道
府
県
知
事
・
区

長
等
へ
届
け
出
が
必
要

事
業
者
の
義
務

▼
年
間
提
供
日
数
は

180日

（
泊
）
以
内

▼
住
宅
宿
泊
事
業
を
行
う

住
宅
に
標
識
を
掲
示

▼
宿
泊
者
名
簿
を
作
成
し
、

備
え
付
け
る

▼
周
辺
住
民
か
ら
の
苦
情

へ
の
適
切
な
対
応

▼
家
主
が
不
在
の
住
宅
で

住
宅
宿
泊
事
業
を
行
う
場

合
は
、
住
宅
の
管
理
を
事
業

者
に
委
託

行
政
の
権
限

▼
条
例
に
よ
り
区
域
を
定

め
て
事
業
実
施
の
期
間
を

制
限
で
き
る

▼
都
道
府
県
知
事
・
区
長
等

は
、
住
宅
宿
泊
事
業
者
に
対

し
業
務
改
善
命
令
・
立
ち
入

り
検
査
等
を
行
う
こ
と
が

で
き
る

★
電
子
政
府
の
総
合
窓
口
サ
イ
ト「

e―

G
o
v」（


h
ttp

://

se
a
rc
h
.e
-g
o
v.g

o
.jp

/se
rvle

t/P
u
b
lic
）
で
、

10月

11日


ま
で
国
土
交
通
省
が
政
省
令
へ
の
ご
意
見
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

新
宿
区
ル
ー
ル

民民
泊泊
のの
新新
宿宿
区区
ルル
ーー
ルル
をを
作作
りり
まま
すす

〇
〇

　

マ
ン
シ
ョ
ン
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